
【取組の目的】 良好な水環境を将来の世代に引き継いでいくため、公共用水域の水質を保全します。

≪指標に影響を与えた主な取組、要因 ≫

３：達成率 ≧ 100%・前年比伸び率 ＜ 0%
１：達成率 ＜ 100%・前年比伸び率 ＜ 0%２：達成率 ＜ 100%・前年比伸び率 ≧ 0%

《本市の現状》《本市の現状》《本市の現状》《本市の現状》
（主な取組）（主な取組）（主な取組）（主な取組）

◎水質汚濁対策として、引き続き公共下水道の整備を推進するとともに、下水道処理区域内における接続率の向上や、単独浄化槽から合併処理浄化槽への付け替えの促進に努める。また、「誇れるふるさとの川づくりプロジェクト」の取組として、原野谷川を取り上げ川の変遷をたど
る旅や、水辺環境学習を実施するとともに、モデル事業として簡易浄化装置の設置検証を行った。さらに、河川の水質改善の状況把握として、市内１３河川（２６箇所）において、定期的測定を行い、改善の方向に向かっていることを確認した。
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取組指標の
評価結果（A）

≪ 評価基準 ≫

H24 H25 今　　後　　の　　展　　開　　方　　向

3
環境保全協定の締結を進めるなど、工場・事業所等の排水処理施設の適正な維持管理等による汚
濁負荷の低減を指導するとともに、地域の河川へ流れ出る農薬の適正管理（ゴルフ場など）につ
いても指導の徹底に努める。
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番号

1

取　　組　　の　　基　  本  　方  　針

「誇れるふるさとの川づくりプロジェクト」の取組を通じて、より多くの市民にきれいな川への意識を高めるととも
に、簡易浄化装置の設置など具体的な水質改善活動を行っていく。
また、｢太田川の水をきれいにする会｣（袋井市・磐田市・掛川市・森町で組織）による水質検査実施や啓発ポスター事
業、副読本の配付など、広域的な水質浄化対策も引き続き実施していく。

3.83.6

備　考　欄

番
号

公共下水道事業
（浅羽処理区）

◎　水環境を含め、自然環境の保全の必要性が再認識され
ていることから、「誇れるふるさとの川づくりプロジェク
ト」などの取組を継続することで、中長期的視点に立ち、
市民へのきれいな川への意識を高めていく。
◎　水質向上と公共下水道事業の経営力向上のため、接続
可能区域における未接続世帯の接続を促進させていく必要
がある。
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目 標 値 69.0

実 績 値 69.0

評　 価 4

評価結果の平均値（A）

     ≪ 取組３ の基本方針≫
             １　汚水処理人口普及率の向上　　  ３　事業系排水の適正処理の推進
             ２　広域的な水質浄化対策の推進

　『　取　組　』　に　係　る　社　会　の　動　向　・　本　市　の　現　状　（　主　な　取　組　）　

《社会の動向》《社会の動向》《社会の動向》《社会の動向》
◎水質汚濁に関する政府の目標として、環境基本法に基づく水質環境基準が、人の健康被害の防止及び水質汚濁といった公害の防止を図るため、水質の目指すべき目標値として定められており、川や海の水質汚染を防止するため、目標値を目指し対策が進められている。全国的にも、
下水道や合併処理浄化槽に普及とともに、環境保全に対する市民意識の高まり、公共用水域の水質は大きく改善されてきている。

1 汚水処理人口普及率【％】
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効 率 性

４．極めて効率的
３．効率的
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１．有効でない
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評　価　項　目

『 取 組 指 標 』 の 分 析 と 評 価 結 果 『 取 組 』の 有 効 性・必 要 性・緊 急 性 の 評 価 結 果

1.9

(三ヶ野橋)

3

◎　人口集中地区など、特に都市部において汚水処理を集
中的に行うことは、環境保全に対して非常に有効性があ
る。
◎　本市の下水道普及率は供用開始してから１５年が経過
し、41.1％、接続率は85.2％となったが、合併処理浄化
槽も含めた汚水処理人口普及率は、全国や県の平均を下
回っている。普及率を高めることで、生活環境の保全及び
公共用水域の水質保全の向上に繋がることであり、有効な
手段である。

　『主要事業 』に係る事業評価表の評価結果　　

下水道の普及や合併処理浄化槽の設置は、水質保全に大きな役割を果たしていることから、効果
的な取組計画に基づき、引き続き、着実に事業を推進していく。

合併処理浄化槽設置事業

H25H25

農業集落排水事業　     必　要　性
     ４．極めて高まっている
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      １．高まっていない
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目 標 値
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達成率

◎下水道整備区域の拡大や合併浄化槽設置数が増加することで、若干目標値は下回ったものの普及率が増加し、また
水質改善の指標としては、全４点のうち３点で目標数値を達成し、原野谷川の広愛大橋地点が目標を下回った。

目 標 値

1.4

(広愛大橋)

◎　川と海の水質改善を進めるにおいては、下水道処理区
域における接続率を高めるとともに、下水道事業等の集合
排水処理ができない区域における合併処理浄化槽設置の推
進を図ることが重要な浄化手段であるため、今後も引き続
き継続していく必要がある。
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太田川水質基準
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（年平均のＢＯＤ濃度）
【ｍｇ/リットル】

(広愛大橋)
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取組３ 川と海の水質改善

政策３ みんなで取り組む快適なまちづくり


